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建築局 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則（平成５年規則第92号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関す

る条例施行規則 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境の保全等に関

する条例施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る

住環境の保全等に関する条例（平成５年６月横浜市条例第35号。以下

「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係

る住環境の保全等に関する条例（平成５年６月横浜市条例第35号。以

下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（学校等） （学校等） 

第４条 条例第８条第２項に規定する規則で定める施設は、中高層建築

物又は大規模建築物の敷地境界線からの水平距離が100メートルの範

囲内にある次に掲げるものとする。 

第４条 条例第８条第２項に規定する規則で定める施設は、中高層建築

物又は大規模な建築物の敷地境界線からの水平距離が100メートルの

範囲内にある次に掲げるものとする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

（近隣住民への説明） （近隣住民への説明） 

第10条 条例第11条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる

ものとする。 

第10条 条例第11条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる

ものとする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

 (6) 中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合において

は、当該中高層建築物又は大規模建築物によるテレビジョン放送の

電波の受信障害の対策 

 (6) 中高層建築物又は大規模な建築物を建築しようとする場合におい

ては、当該中高層建築物又は大規模な建築物によるテレビジョン放

送の電波の受信障害の対策 

 (7)、(8) 略  (7)、(8) 略 

２～５ 略 ２～５ 略 
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（認定又は許可の申請） （認定又は許可の申請） 

第12条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の

申請は、次に掲げるものとする。 

第12条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の

申請は、次に掲げるものとする。 

(1) 法第43条第２項第１号、第44条第１項第３号、第55条第２項、第

57条第１項、第68条第５項、第68条の３第１項から第３項まで若し

くは第７項、第68条の４、第68条の５の２、第68条の５の５、第68

条の５の６、第86条第１項若しくは第２項、第86条の２第１項又は

第86条の６第２項に規定する認定の申請 

(1) 法第43条第２項第１号、第44条第１項第３号、第52条第６項第３

号、第55条第２項、第57条第１項、第68条第５項、第68条の３第１

項から第３項まで若しくは第７項、第68条の４、第68条の５の２、

第68条の５の５、第68条の５の６、第86条第１項若しくは第２項、

第86条の２第１項又は第86条の６第２項に規定する認定の申請 

(2) 法第43条第２項第２号、第44条第１項第２号若しくは第４号、第

47条ただし書、第48条第１項から第14項までの各項ただし書（第87

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）、第51条ただ

し書（第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）、

第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第４項、第５項若し

くは第６項第３号、第53条の２第１項第３号若しくは第４号（第57

条の５第３項において準用する場合を含む。）、第55条第３項、第

56条の２第１項ただし書、第57条の４第１項ただし書、第59条第１

項第３号若しくは第４項、第59条の２第１項、第60条の２第１項第

３号、第67条第３項第２号、第５項第２号若しくは第９項第２号、

第68条第１項第２号、第２項第２号若しくは第３項第２号、第68条

の３第４項、第68条の５の３第２項、第68条の７第５項、第86条第

３項若しくは第４項又は第86条の２第２項若しくは第３項に規定す

る許可の申請 

(2) 法第43条第２項第２号、第44条第１項第２号若しくは第４号、第

47条ただし書、第48条第１項から第14項までの各項ただし書（第87

条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）、第51条ただ

し書（第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）、

第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第４項、第５項若し

くは第６項第３号、第53条の２第１項第３号若しくは第４号（第57

条の５第３項において準用する場合を含む。）、第55条第３項若し

くは第４項、第56条の２第１項ただし書、第57条の４第１項ただし

書、第58条第２項、第59条第１項第３号若しくは第４項、第59条の

２第１項、第60条の２第１項第３号、第67条第３項第２号、第５項

第２号若しくは第９項第２号、第68条第１項第２号、第２項第２号

若しくは第３項第２号、第68条の３第４項、第68条の５の３第２

項、第68条の７第５項、第86条第３項若しくは第４項又は第86条の

２第２項若しくは第３項に規定する許可の申請 
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(3)～(6) 略 (3)～(6) 略 

（工事完了前までに申出を行うことができる紛争） （工事完了前までに申出を行うことができる紛争） 

第17条の２ 条例第14条第３項ただし書に規定する規則で定める紛争

は、次に掲げるものとする。 

第17条の２ 条例第14条第３項ただし書に規定する規則で定める紛争

は、次に掲げるものとする。 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

 (4) その他中高層建築物等の建築工事、既存建築物の解体工事又は開

発事業に関する工事の着手後であっても調整の必要があると市長が

認めるもの 

 (4) その他中高層建築物等の建築工事、既存建築物の解体工事又は開

発事業等に関する工事の着手後であっても調整の必要があると市長

が認めるもの 
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横浜市環境影響評価条例施行規則（平成23年規則第67号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第2(第17条)方法書の提出時期 別表第2(第17条)方法書の提出時期 

対象事業の種類  方法書の提出時期 

略 略 略 

10 高層建築物

の建設 

建築物の建設

の事業 

次に掲げる行為の前とする。 

(1)～(4) 略 

(5) 横浜市中高層建築物等の

建築及び開発事業に係る住環

境の保全等に関する条例(平成

5年6月横浜市条例第35号)第10

条第1項又は第4項の規定に基

づく標識の設置 

略 略 略 
 

対象事業の種類  方法書の提出時期 

略 略 略 

10 高層建築物

の建設 

建築物の建設

の事業 

次に掲げる行為の前とする。 

(1)～(4) 略 

(5) 横浜市中高層建築物等の

建築及び開発事業等に係る住

環境の保全等に関する条例(平

成5年6月横浜市条例第35号)第

10条第1項又は第4項の規定に

基づく標識の設置 

略 略 略 
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